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議案第１３３号 

 

   令和３年度東広島市歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、次の令

和３年度東広島市一般会計及び東広島市各特別会計の歳入歳出決算を別冊のとおり

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 なお、地方自治法第２３３条第５項及び第２４１条第５項の規定により、当該決

算に関する附属書類を別冊のとおり併せて提出する。 

 

  令和４年９月１５日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 決算書 

(1) 令和３年度東広島市一般会計歳入歳出決算 

(2) 令和３年度東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

(3) 令和３年度ひがしひろしま墓園管理事業特別会計歳入歳出決算 

(4) 令和３年度東広島市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算 

(5) 令和３年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

(6) 令和３年度東広島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

(7) 令和３年度東広島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

(8) 令和３年度東広島市介護保険特別会計歳入歳出決算 

(9) 令和３年度東広島市上三永財産区特別会計歳入歳出決算 

(10) 令和３年度東広島市御薗宇財産区特別会計歳入歳出決算 

(11) 令和３年度東広島市志和堀財産区特別会計歳入歳出決算 

(12) 令和３年度東広島市東志和財産区特別会計歳入歳出決算 

(13) 令和３年度東広島市西志和財産区特別会計歳入歳出決算 

(14) 令和３年度東広島市白市財産区特別会計歳入歳出決算 

(15) 令和３年度東広島市小谷財産区特別会計歳入歳出決算 



‐２‐ 

(16) 令和３年度東広島市志和財産区特別会計歳入歳出決算 

(17) 令和３年度東広島市竹仁財産区特別会計歳入歳出決算 

(18) 令和３年度東広島市久芳財産区特別会計歳入歳出決算 

２ 附属書類 

(1) 令和３年度東広島市各会計歳入歳出決算事項別明細書 

(2) 令和３年度東広島市各会計実質収支に関する調書 

(3) 令和３年度財産に関する調書 

(4) 令和３年度東広島市基金運用状況調書 

(5) 令和３年度主要な施策の成果に関する報告書 
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 （提案理由） 

 令和３年度の東広島市一般会計及び東広島市各特別会計の歳入歳出決算及び関係

書類を監査委員の審査に付した後、同委員から意見書の提出があったので、当該意

見書を付けて当該決算を議会の認定に付するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２３３条 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監

査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなけれ

ばならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当

たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類そ

の他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 

第２４１条 

５ 第１項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設

けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を

示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第２３３

条第５項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 
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議案第１３４号 

 

   令和３年度東広島市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令

和３年度東広島市水道事業により生じた利益の処分を行うことについて議会の議決

を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、令和３年度東広島市水道事

業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 なお、地方公営企業法第３０条第６項の規定により、当該決算に関する附属書類

を別冊のとおり併せて提出する。 

 

  令和４年９月１５日提出 

 

東広島市長    垣    德    
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 （提案理由） 

 令和３年度東広島市水道事業により生じた利益の処分を行うことについて議会の

議決を求めるとともに、令和３年度の東広島市水道事業会計の決算及び関係書類を

監査委員の審査に付した後、同委員から意見書の提出があったので、当該意見書を

付けて当該決算を議会の認定に付するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法 

第３０条 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監

査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において

最初に招集される定例会である議会の認定（－略－）に付さなければならない。 

６ 地方公共団体の長は、第４項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、第２項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政

令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。 

第３２条  

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定

めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 
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議案第１３５号 

 

   令和３年度東広島市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい 

   て 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令

和３年度東広島市下水道事業により生じた利益の処分を行うことについて議会の議

決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、令和３年度東広島市下水

道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 なお、地方公営企業法第３０条第６項の規定により、当該決算に関する附属書類

を別冊のとおり併せて提出する。 

 

  令和４年９月１５日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    
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 （提案理由） 

 令和３年度東広島市下水道事業により生じた利益の処分を行うことについて議会

の議決を求めるとともに、令和３年度の東広島市下水道事業会計の決算及び関係書

類を監査委員の審査に付した後、同委員から意見書の提出があったので、当該意見

書を付けて当該決算を議会の認定に付するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法 

第３０条 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監

査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において

最初に招集される定例会である議会の認定（－略－）に付さなければならない。 

６ 地方公共団体の長は、第４項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、第２項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政

令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。 

第３２条  

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定

めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 
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議案第１３６号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 損害賠償の額を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年９月１５日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 損害賠償の額 

 ５８万２８３円 
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 （提案理由） 

 令和４年７月２０日、東広島市立御薗宇小学校において、同校の職員が草刈りを

行った際、使用していた草刈機が石を跳ね飛ばし、隣接する施設の駐車場に駐車し

ていた普通自動車に当たり、当該普通自動車のフロントガラス等を損傷した事故が

あり、損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

(13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 
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議案第１３７号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年９月１５日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３中９９の項を１０１の項とし、９５の項から９８の項までを２項ずつ繰

り下げ、同表９４の項中「８６の項から８８の項まで」を「８８の項から９０の項

まで」に、「８９の項から９１の項まで」を「９１の項から９３の項まで」に、「

９３の項」を「９５の項」に改め、同項を同表９６の項とし、同表中７１の項から

９３の項までを２項ずつ繰り下げ、同表７０の項中「６８の項」を「７０の項」に

改め、同項を同表７２の項とし、同表中６０の項から６９の項までを２項ずつ繰り

下げ、同表５９の３の項中「５９の項」を「６１の項」に改め、同項を同表６１の

３の項とし、同表５９の２の項を同表６１の２の項とし、同表５９の項中「６０の

項」を「６２の項」に改め、同項を同表６１の項とし、同表５８の３の項中「５８

の項」を「６０の項」に改め、同項を同表６０の３の項とし、同表５８の２の項を

同表６０の２の項とし、同表５８の項中「５９の項」を「６１の項」に改め、同項

を同表６０の項とし、同表５７の項を同表５９の項とし、同表５６の項中「５９の

項」を「６１の項」に、「６０の項」を「６２の項」に改め、同項を同表５８の項

とし、同表５５の項中「長期優良住宅建築等計画の」を「長期優良住宅建築等計画

等の」に、「長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料」を「長期優良住宅建築

等計画等変更認定申請手数料」に改め、同項を同表５６の項とし、同項の次に次の
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１項を加える。 

57 長期優良住宅の 

 普及の促進に関す 

 る法律第１８条第 

 １項の規定による 

 認定長期優良住宅 

 建築等計画に基づ 

 く建築物の容積率 

 に関する特例の許 

 可の申請に対する 

 審査 

認定長期優 

良住宅建築 

等計画に基 

づく建築物 

の容積率特 

例許可申請 

手数料 

申請１ 

件につ 

き 

            160,000 円 

 別表第３の５４の項中「第５項」を「第７項」に、「長期優良住宅建築等計画

の」を「長期優良住宅建築等計画等の」に、「５６の項」を「５８の項」に、「第

６条の２第３項に定める」及び「第５条第１項に定める」を「第６条の２第５項

の」に改め、同項に次のように加える。 

長期優良住 

宅維持保全 

計画認定申 

請手数料 

申請１ 

件につ 

き 

当該申請 

に 併 せ 

て、登録 

住宅性能 

評価機関 

が交付す 

る品確法 

第６条の 

２第５項 

の確認書 

又は住宅 

性能評価 

書の提出 

があった 

場合 

(1) 一戸建ての住宅の 

 うちその構造及び設 

 備が長期使用構造等 

 に該当すると認めら 

 れるものについて当 

 該住宅の所有者その 

 他当該住宅の維持保 

 全の権原を有する者 

 において長期優良住 

 宅として維持保全を 

 行おうとする場合  

 １９,０００円 

(2) 共同住宅その他の 

 一戸建ての住宅以外 

 の住宅のうちその構 

 造及び設備が長期使 

 用構造等に該当する 

 と認められるものに 

 ついて当該住宅の管 

 理者等において長期 

 優良住宅として維持 

 保全を行おうとする 

 場合 次に掲げる１ 

 棟ごとの延べ面積の 

 区分に応じ、それぞ 

 れに定める額 

 ア ５００平方メー 

  トル以下のもの  

  ３５,０００円 

 イ ５００平方メー 

  トルを超え１,０ 

  ００平方メートル 

  以下のもの ５ 

この項の区 

分に応じ、 

それぞれ当 

該区分に定 

める額 
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   ９,０００円 

 ウ １,０００平方 

  メートルを超え 

  ３,０００平方メ 

  ートル以下のもの 

   ９８,０００円 

 エ ３,０００平方 

  メートルを超え 

  ５,０００平方メ 

  ートル以下のもの 

   １５７,０００ 

  円 

 オ ５,０００平方 

  メートルを超え１ 

  ０,０００平方メ 

  ートル以下のもの 

   ２４０,０００ 

  円 

 カ １０,０００平 

  方メートルを超え 

  ２０,０００平方 

  メートル以下のも 

  の ４０８,００ 

  ０円 

 キ ２０,０００平 

  方メートルを超え 

  ３０,０００平方 

  メートル以下のも 

  の ５１６,００ 

  ０円 

 ク ３０,０００平 

  方メートルを超え 

  るもの ５８６, 

  ０００円 

 

その他の 

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる額を合算し 

た額 

(1) 地震に対する安全 

 性の確保に係る基準 

 の適合性に関する審 

 査に係る額 

 ア 一戸建ての住宅 

  のうちその構造及 

  び設備が長期使用 

  構造等に該当する 

  と認められるもの 

  について当該住宅 

  の所有者その他当 

  該住宅の維持保全 

  の権原を有する者 

  において長期優良 

  住宅として維持保 

  全を行おうとする 
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     場合 ２６,００ 

  ０円 

 イ 共同住宅その他 

  の一戸建ての住宅 

  以外の住宅のうち 

  その構造及び設備 

  が長期使用構造等 

  に該当すると認め 

  られるものについ 

  て当該住宅の管理 

  者等において長期 

  優良住宅として維 

  持保全を行おうと 

  する場合 次に掲 

  げる１棟ごとの延 

  べ面積の区分に応 

  じ、それぞれに定 

  める額  

  (ｱ) ５００平方メ 

   ートル以下のも 

   の ５９,００ 

   ０円 

  (ｲ) ５００平方メ 

   ー トルを超え 

   １,０００平方 

   メートル以下の 

   もの ９５,０ 

   ００円 

  (ｳ) １,０００平 

   方メートルを超 

   え３,０００平 

   方メートル以下 

   の もの  １９ 

   ９,０００円 

  (ｴ) ３,０００平 

   方メートルを超 

   え５,０００平 

   方メートル以下 

   の もの  ３７ 

   １,０００円 

  (ｵ) ５,０００平 

   方メートルを超 

   え１０,０００ 

   平方メートル以 

   下のもの ７３ 

   ５,０００円 

  (ｶ) １０,０００ 

   平方メートルを 

   超え２０,００ 

   ０平方メートル 

   以 下 の も の  

   １,３６６,００ 

 



‐１４‐ 

      ０円 

  (ｷ) ２０,０００ 

   平方メートルを 

   超え３０,００ 

   ０平方メートル 

   以 下 の も の  

   ２,０３５,００ 

   ０円 

  (ｸ) ３０,０００ 

   平方メートルを 

   超 え る も の  

   ２,５０７,００ 

   ０円 

(2) 地震に対する安全 

 性の確保以外の事項 

 に係る基準の適合性 

 に関する審査に係る 

 額 

 ア 一戸建ての住宅 

  のうちその構造及 

  び設備が長期使用 

  構造等に該当する 

  と認められるもの 

  について当該住宅 

  の所有者その他当 

  該住宅の維持保全 

  の権原を有する者 

  において長期優良 

  住宅として維持保 

  全を行おうとする 

  場合 ４７,００ 

  ０円 

 イ 共同住宅その他 

  の一戸建ての住宅 

  以外の住宅のうち 

  その構造及び設備 

  が長期使用構造等 

  に該当すると認め 

  られるものについ 

  て当該住宅の管理 

  者等において長期 

  優良住宅として維 

  持保全を行おうと 

  する場合 当該申 

  請に係る次に掲げ 

  る居住部分の数の 

  区分に応じ、それ 

  ぞれに定める額 

  (ｱ) １０以下 ４ 

   ７,０００円に 

   当該居住部分の 

   数から１を減じ 

 



‐１５‐ 

      た数に１４,６ 

   ００円を乗じて 

   得た額を加えた 

   額 

  (ｲ) １１以上１０ 

   ０ 以下  １７ 

   ８,０００円に 

   当該居住部分の 

   数から１０を減 

   じた数に８,４ 

   ００円を乗じて 

   得た額を加えた 

   額 

  (ｳ) １０１以上２ 

   ００以下 ９３ 

   ４,０００円に 

   当該居住部分の 

   数から１００を 

   減じた数に７, 

   ９００円を乗じ 

   て得た額を加え 

   た額 

  (ｴ) ２０１以上３ 

   ００以下 １, 

   ７２４,０００ 

   円に当該居住部 

   分の数から２０ 

   ０を減じた数に 

   ６,５００円を 

   乗じて得た額を 

   加えた額 

  (ｵ) ３０１以上 

   ２,３７４,００ 

   ０円に当該居住 

   部分の数から３ 

   ００を減じた数 

   に５,２００円 

   を乗じて得た額 

   を加えた額又は 

   ２,８９４,００ 

   ０円のいずれか 

   低い額 

 

別表第３中５４の項を５５の項とし、５３の項を５４の項とし、同表５２の３の

項の次に次の１項を加える。 

53 マンションの建 

 替え等の円滑化に 

 関する法律（平成 

 １４年法律第７８ 

 号）第１０５条第 

 １項の規定による 

 要除却認定マンシ 

要除却認定 

マンション 

に係るマン 

ションの建 

替えによる 

建築物の容 

積率特例許 

申請１ 

件につ 

き 

 160,000 円 



‐１６‐ 

 ョンに係るマンシ

 ョンの建替えによ

 る建築物の容積率 

 に関する特例の許 

 可の申請に対する 

 審査 

可申請手数

料 

   

 別表第３備考１中「７５の項から９８の項まで」を「７７の項から１００の項ま

で」に改め、同表備考９中「５３の項から６０の項まで」を「５４の項から５６の

項まで及び５８の項から６２の項まで」に改め、同表備考１０中「６８の項から７

３の項まで」を「７０の項から７５の項まで」に改め、同表備考１１中「９９の

項」を「１０１の項」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数

料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料については、なお従前の例

による。 

 

  



‐１７‐ 

 （提案理由） 

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関

する法律（平成２０年法律第８７号）の一部改正に伴い、新たに徴収する手数料を

定めるとともに、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 


